
○超高齢化に伴う医療の変化
高齢者救急・在宅医療の増、急性期集約化の方向

○労働力人口の減少による医療従事者の確保難

○入院患者の減少（政策誘導・コロナ後の動向）

○物価高騰や人件費の上昇

○行政的医療を着実に実施

○都の施策に貢献する取組の実施
    総合診療医の育成等

○有事への率先した対応
コロナ・能登半島地震への対応

○厳しい財政状況

➢ 独法化後も将来にわたり行政的医療や高度・専門的医療を安定的・継続的に提供
➢ 新型コロナを踏まえ、有事に柔軟かつ迅速に対応
➢ 地域医療機関との役割分担の下、地域医療の充実に貢献 

○新たな地域医療構想（令和９年度～）
・2040年を見据えた医療提供体制のあり方
を検討

・新たな機能区分で必要病床を推計
・医療機関機能に着目した報告制度の創設
（急性期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能等）

○診療報酬改定の動向（令和６年度改定）
・急性期要件の厳格化（平均在院日数・
看護必要度）

・高齢者救急の受け皿となる入院料の新設
・ベースアップ評価料の新設

第二期中期目標に向けた論点｜基本方針・背景

第一期中期目標の基本方針

第二期検討にあたっての背景

第一期
の実績

医療を
取り巻
く環境

国・都の動き

1

第一期中期目標期間：令和４年７月から令和９年３月まで

資料２
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第二期中期目標に向けた論点｜医療を取り巻く環境

平均在院日数 在院患者延数
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入院受療率
※一般

➢ 入院受療率の低下や平均在院日数の短縮化により、都内の入院患者数は長期的に減少傾向
➢ 都内病院の病床利用率はコロナ禍で大きく減少し、直近でもコロナ前の水準に戻っていない

➢ 物価や人件費の高騰により、コロナ禍前に比べて都内病院の医業利益は大幅に低下し、R６年度
は約７割が赤字

都内の患者動向

病院経営の状況

H18
17.1

(日)

R6
13.2

(人)H14
892

R5
667

H17
31,625

R6
27,428

病床利用率
H11
81.0

R6
70.3

R1.5月 74.8％ R7.5月 69.5％

※一般※一般、精神

出典：厚生労働省「患者調査」 出典：厚生労働省「病院報告」

出典：厚生労働省「病院報告」

出典：厚生労働省「病院報告」

出典：保健医療局「診療報酬改定等に関する緊急提言（令和７年11月）」 2

※ ※ ※



第二期中期目標に向けた論点｜医療を取り巻く環境
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訪問診療を受けた患者数（レセプト件数）

在宅ターミナルケアを受けた患者数（レセプト件数）

【都内】年代別搬送人員の推移 【都内】複数疾患を持つ後期高齢者
の割合

【都内】 在宅医療の推移 【全国】入院中の手術・処置がある
患者の割合

➢ 高齢者の救急搬送・在宅医療需要が増加
➢ 複数疾患を持つ患者が多いが、多くの医療資源を投入する患者は少ない

高齢化による
医療の変化

➢ 生産年齢人口が減少する一方、訪問看護等の介護分野での需要拡大に伴い、今後看護職員の需要がさらに
増大するなど、医療従事者の確保がより困難に

労働力の需給

出典：東京消防庁HP「救急活動状況」 出典：東京都在宅療養推進会議資料（保健医療計画進捗状況評価）

出典：厚生労働省第２回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本資料検討部会 資料（令和５年７月７日）
出典：厚生労働省「事業主の仕事と育児の両立支援に関する意識改革に資する周知用資料」

出典：厚生労働省第１回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料２
（令和７年７月24日）

【全国】人口の将来推計 【全国】看護需要の推移

生産年齢人口の減少

3



4

第二期中期目標に向けた論点｜第一期における都立病院の実績

≪主な行政的医療等の取組≫

精神
〇一般医療機関では困難な精神科身体合併症に対応
○都立4病院のみが担う精神科夜間休日救急診療事業
において、法令に基づく緊急入院等に対応

小児
〇小児救急や循環器等の重症患者を積極的に受入れ
○小児がんなど希少疾患や難治性疾患等に対して専門
性の高い医療を提供

周産期
〇一般医療機関では対応困難な未受診妊婦・精神疾患合併
妊産婦等を受入れ

○患者ニーズに応じ、無痛分娩の実施病院を拡大

救急
○救命救急センターで生命の危機にある重症患者を受入れ
〇総合診療基盤を活用し、合併症患者や社会的困難な
ケースにも対応

がん
〇駒込病院を中心に、難治性がん・希少がん等の高度専門
医療を提供

○総合診療基盤を活用し、合併症患者に対応

島しょ
〇広尾病院を中心に、島しょ救急搬送患者を受入れ
○遠隔医療や技術支援により医療機関をバックアップ

総合
診療

○都内の専門医療機関や医師会等と連携した総合診療医の
育成を開始

≪有事対応≫

≪地域医療充実への貢献≫

災害
令和６年１月の能登半島地震では、延べ111名の医師・看護師等を
現地に派遣

感染症
コロナ禍では、重症・中等症患者のほか、小児、妊婦、高齢者、
透析患者、精神疾患等のハイリスク患者も積極的に受入れ

◆地域医療支援病院

◆地域の医療機関との連携強化

◆患者・地域サポートセンター

◆地域の医療人材への貢献

10病院が地域医療支援病院に指定され、地域の医療機関と連携した医療提供、

医療従事者への支援を実施

機構の発足を機に、相談支援や地域医療機関との連携を強化するため、
全都立病院に「患者・地域サポートセンター」を設置

・地域の産婦人科医と連携したセミオープンの病診連携システム
・病院救急車を活用し、連携医からの搬送依頼に対応

・専門・認定看護師による勉強会等、地域の医療従事者の人材育成支援
・多摩・島しょ地域の医療機関への医師派遣等、地域医療の水準の向上に寄与

4



5

7,094 床

14 病院

3 施設

1 施設

111,394 件

17,014 人

295 件

528 件

54 床

1,697 人

11 施設

357 件

99 床

41 床

11 病院

159 人

116,431 床

612 病院

25 施設

3 施設

1,009,673 件

182,625 人

548 件

1,624 件

317 床

8,568 人

73 施設

394 件

36 床

226 床

32 病院

12 人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病床数

病院数

東京都三次救急医療機関（東京都救命救急センター）

東京都三次救急医療機関（東京都こども救命センター）

救急患者取扱件数（休日・全夜間診療事業） 

救命救急センター延患者数

小児救急搬送数（こども救命センター）

母体搬送受入数

NICU認定病床数 

NICU・GCU新規入院患者数

東京都災害拠点病院数 

精神科身体合併症（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型受入数）  

一類及び二類感染症対応病床数       

結核病床

エイズ診療拠点病院   

島しょ救急患者受入件数

都立病院 都全体（都立病院除く）

（令和7年9月末時点）

（令和7年9月末時点）

（令和5年3月20日時点）

（令和7年9月時点）

（令和5年度実績）

（令和5年度実績）

（令和5年度実績）

（令和5年度実績）

（令和7年1月1日時点）

（令和5年度実績）

（令和7年4月1日時点）

（令和6年度実績）

（令和6年4月1日時点）

（令和6年4月1日時点）

（令和7年9月時点）

（令和6年度実績）

※結核病床を除く

第二期中期目標に向けた論点｜都内の医療体制における都立病院の割合



第二期中期目標に向けた論点

➢ 都立病院が果たしてきた役割や、医療を取り巻く環境変化・新たな地域医療構想に向けた動きなどを
踏まえ、以下の論点で今後の都立病院に求める方向性を検討

✓ 果たしてきた実績と評価
✓ 都施策の動向・ニーズ

どのような充実・強化が求め
られるか

✓ 災害・感染症の発生リスク
✓ コロナ対応や災害対応の経験

公立病院として有事対応力を
どのように強化していくか

✓ 高齢者救急の増加
✓ 在宅医療需要の増加

急性期病院として求められる
医療・地域支援の機能は何か

✓ 医療人材の確保がより困難に
✓ 確保の困難度合いに地域差

限られた人材で都立病院の
役割を果たしていくためには
どのような取組が必要か

✓ 医療需要の現状と将来見込み
✓ 地域医療構想に向けた議論

都立病院に求められる医療
提供体制はどのようなものか

✓ 病院経営を取り巻く環境
✓ 独法としての自律した経営

安定的に医療を提供するため
の経営基盤をどう確立するか

①行政的医療の提供
②有事（災害・感染症）

への対応
③超高齢化に伴う医療の変化

への対応

④労働力の減少への対応 ⑤効率的な医療提供体制の構築 ⑥財政内容の改善

6



論点１
行政的医療（引き続き果たすべき役割・新たな課題への対応）

7



（第１期中期目標より抜粋）

医療課題

■精神科救急医療　　　　■医療観察法医療
■結核医療　　　　　　　■感染症医療（主に一類・二類）
■災害医療

■小児専門医療（心臓病、腎臓病等）　■難病医療
■アレルギー疾患医療（重症、難治性）
■精神科身体合併症医療
■精神科専門医療（アルコール、薬物依存等）
■造血幹細胞移植医療　　■エイズ医療
■救急医療（熱傷等）　　■障害者合併症医療

■障害者歯科医療　　　　■島しょ医療

(ｲ)都民ニーズが高く高度な医療
　水準とそれを支える総合診療
　基盤により対応する医療

都民ニーズが高く、総合診療基盤に支えられたより高
度な医療や、合併症等への対応等、他の医療機関を補
完するために担うべき医療

■周産期医療（MFICU、NICU対応等）
■がん医療（難治性、合併症併発等）
■救急医療（三次、CCU、SCU、二次（休日、全夜間））

ウ　新たな医療課題に対して先導
　的に取り組む必要がある医療

時代に応じた新たな医療課題に対して、一般医療機関
の医療提供体制が確立するまでの間対応する医療

■小児がん医療　　　　　■児童・思春期精神科医療
■移行期医療　　　　　　■外国人患者への医療

(ｱ)一般医療機関での対応が
　困難な医療

多様なマンパワーの確保や特別な対応が必要で採算の
確保が難しいことなどから、民間の取組が困難な医療

項目及び考え方

ア　法令等に基づき対応が求めら
　れる医療

法令上又は歴史的経過から、行政の積極的な関与が期
待され、都が主体となって担うべき医療

イ　社会的要請から特に対策を
　講じなければならない医療

都民ニーズ、患者ニーズと比較して、一般医療機関等のサービス提供が質的・量的に不足する医療分野について、都の
医療政策を推進する上で担うべき医療

8

行政的医療（引き続き果たすべき役割・新たな課題への対応）
論点
①

現行の行政的医療



行政的医療（引き続き果たすべき役割・新たな課題への対応）
論点
①

都立病院の果たしてきた役割や主な実績

・精神科夜間休日救急診療事業（都内・令和６年度）

令和６年度 1,508人 ※都立（豊島、墨東、多摩総、松沢）で全て対応

救急患者取扱件数（令和５年度）
（都内・休日全夜間診療事業）

が
ん
医
療

精
神
疾
患
医
療

救
急
医
療

災
害
医
療

➢ 都立病院は、一般医療機関では対応困難な医療を着実に提供するとともにセーフティネットの役割を果たしてきた

・島しょ救急搬送患者受入数
（令和６年度）島

し
ょ
医
療

・都内がん診療連携拠点病院（20病院）と駒込病院の比較（令和４年）

都立
99％
100件

都立以外
１％
１件

都立（12施設）
10％

111,394件
都立以外

（227施設）
90％

1,009,673件

（出典） 福祉局障害者施策推進部

（出典）保健医療局医療政策部

能登半島地震への対応（令和５年度～令和６年度）

・災害派遣医療チーム等として延べ111人の医師や看護師等を
現地に派遣

・金沢大学小児科と連携し、珠洲市総合病院と市立輪島病院に
小児科医師を延べ17人派遣（小児総）

都立以外
7％
12人

35
36
36
38
39
39
41

47
50
51
51

56
57
58
59
59

67
74

120 152

0 50 100 150

12
13
13
13
14
15
15
15
16
18
20
21
22
23
26

30
30

34
36 130

0 50 100 150

駒込病院

［白血病］（駒込 120件） ［多発性骨髄腫］（駒込 34件） （出典）
保健医療局医療政策部（

都
内
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
）

（件数）

・神経・松沢を除く全病院で中等症・重症患者の救急医療を提供
・救急医療の東京ルールには、８病院が参画（広尾、大塚、豊島、
荏原、多摩総、多摩北、多摩南、東部）

（出典）院内がん登録全国集計

・医師の育成や診療支援のため、島しょに医師を派遣（広尾）

令和６年度 83人（令和５年度 128人）

・精神科患者身体合併症医療事業（都内・令和６年度）

都立
（松沢）

42％
148件

都立以外
58％
206件

都立
35％
100件

都立以外
65％
187件

［Ⅰ型：夜間休日］ ［Ⅱ型：平日昼間（緊急）］ ［Ⅲ型：平日昼間］

難治性の白血病等に対して、最適な治療を提供

・造血幹細胞移植の実績（駒込）
令和５年度 144件 ※近年の移植数は全国トップクラス

※神経、松沢を
除く都立病院

※豊島、荏原、墨東、
多摩総、松沢

都立（広尾）
93％
159人

※広尾、豊島、墨東、
多摩総、松沢

9



小
児
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療

難
病
医
療

感
染
症
医
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障
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者
医
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・小児救急搬送数
（都内・令和５年度） 

都立
（小児総）

35％
295人

都立以外
（３施設）

65％
548人

現行の行政的医療は、引き続き都立病院の役割として担っていく

外
国
人
医
療

・外国人患者の受入実績
令和６年度 46,375人 都立病院の全患者の約1.8%

・無保険・経済困窮の外国人や、問題行動があり受入拒否された
患者等も、紹介や東京ルールによる搬送により受け入れるなど、
民間医療機関で受入れが進まない事例にも対応

（出典）保健医療局医療政策部

・重症・中等症患者のほか、小児、妊婦、高齢者、透析患者、
精神疾患を有する患者等の重症化リスクの高い患者を中心に、
コロナ患者を積極的に受入れ

【入院患者数】 延べ約43.5万人（R2.4.1～R5.9.30）

・５類移行後もコロナ陽性患者の積極的な対応を継続

令和６年度 延入院患者数 26,680人

在宅療養の障害者の受入れ

・東京都在宅難病患者一時入院事業 受入実績

令和６年度 87人（大塚、駒込、墨東、神経）

・重症心身障害児（者）短期入所事業 受入実績

令和６年度 22人（大塚）

未受診妊婦等への対応、精神科身体合併症患者、小児の重篤患者、島しょ救急患者の積極的な受入れなど、
その時々の医療課題や環境変化に対応しながら、一般医療機関では対応が難しい医療を提供

［母体搬送受入件数］

周
産
期
医
療

（出典）保健医療局医療政策部

令和６年度 難病入院診療実績（神経病院）

・新入院患者数 4,271人 （令和５年度 3,891人）

・延入院患者数 75,950人 （令和５年度 68,286人）

・緊急入院患者数 594人 （令和５年度 513人）

［未受診妊婦受入件数］

・周産期母子医療センター事業（都内・令和5年度）

都立
528件
25％

都立以外
（26施設）

75％
1,624件

［新生児搬送受入件数］

都立以外
（26施設）

75％
1,134件

都立
25％
369件

都立以外
（26施設）

58％
80件

都立
42％
57件

・院内がん登録件数（都内・令和５年）
※全部位、０～14歳 都立

約20％
約134件

都立以外
約80％
約480件

（出典）院内がん登録全国集計

※都立＝大塚・墨東、多摩総・小児総

※大塚、駒込、
豊島、荏原、
墨東、多摩総、
東部、小児総
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行政的医療（引き続き果たすべき役割・新たな課題への対応）
論点
①



➢ 行政的医療を安定的・継続的に提供し、ニーズに応じて発展・充実させ、新たな課題に対応していく
➢ 医療提供に加え、東京都の政策の実現に必要な取組も積極的に実施

各医療を取り巻く課題 都立病院の対応・強化すべき機能の方向性

がん医療
（粒子線）

体への負担が少ない粒子線治療の患者数が全国で増加する一方、
大型施設、専門人材、多大な費用を要するため都内には未整備

粒子線治療を導入し、難治性がんや小児がんを含む幅広い
がんに対応し、都民の最先端がん治療の選択肢を拡大

精神科医療
（摂食障害）

コロナ禍で増加していた摂食障害の初診外来患者数及び新入院
患者数は、コロナ前に比べ高い水準に留まっている
R6.7「摂食障害支援拠点病院」に松沢病院が指定

松沢病院を中心に、都立病院間で連携しながら積極的に患者
を受入れ

島しょ医療 へき地の医師は、１人又は少人数で地域医療を支えており、
医師１人の増減が医療提供体制に及ぼす影響が大きい。医療
資源が限られる島しょにおける医療提供体制を確保する必要

島しょ医療機関への医師派遣等により医療人材を支援すると
ともに、５Ｇを活用した遠隔診療支援を実施し、人材不足を
補完

周産期医療 出生数が減少している中、出生数に占めるNICU入院児の割合は
年々増加し、NICU等への長期入院児数も近年増加している

医療ニーズを踏まえ、NICU対応等の高度医療の充実や療養
環境の向上により、都の周産期医療体制の強化に貢献

小児医療
（医ケア児）

近年、都内の医療的ケア児は増加傾向
R3.9「医療的ケア児支援法」により、医療的ケア児とその家族
の支援が国と地方公共団体の責務となる

急変時の受入れやレスパイト入院等に対応しながら、支援
センターを中心に総合的な支援体制を構築

外国人医療 コロナ後、在留外国人及び訪日外国人の増加幅が拡大
外国人患者は受入環境の整備等が必要

多言語対応や、専門人材の配置等により、安心して受診・
療養できる体制や環境整備を推進

生殖補助医療 晩産化が進行し、生殖補助医療による出生数が増加
令和４年度から生殖補助医療が保険適用

合併症併発等により高度な治療を必要とする患者が不妊治療
を受けられるような体制を整備

新たな課題への対応
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行政的医療（引き続き果たすべき役割・新たな課題への対応）
論点
①



論点２
有事対応力の強化

12



現状と課題

➢ 首都直下地震の発生確率は、令和４年以降、30年以内に70%とされており、甚大な被害の発生が想定されている。
  また、発災直後から外傷治療・救命救急のニーズに対応する必要

➢ 全ての都立病院が都の災害拠点病院等に指定されており、重症患者等を受け入れるとともに、都の要請に基づき、都立病院
職員が保健医療局災害対策本部の支援に参画する

➢ 都立病院はこれまで大規模災害発生時に医療救護班等を派遣（東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、その他台風豪雨被災地等）

現状

➢ 東京都感染症予防計画を令和６年３月改定。医療措置協定により、感染症有事に都全体で迅速かつ段階的に対応する体制を確保

➢ 病床確保及び発熱外来の実施について、都立病院は、発生早期から第一種・第二種感染症指定医療機関の計５病院が対応。

   流行初期から第一種協定指定医療機関の全14病院で病床確保、第二種協定指定医療機関の11病院で発熱外来を実施

➢ 都立病院では、新型コロナ発生最初期から対応し、また、重症患者や、対応の難しい患者（妊婦、小児、精神疾患患者、

  透析患者、介護度の高い患者等）を積極的に受け入れた。

• 有事の際には協定に基づく患者受入れを確実に実行できるよう、地域の医療機関も自ら感染症対応力のある職員を確保し、

協定の実効性を担保する必要

課題

現状

課題

災害対応

感染症
対応

有事対応力の強化
論点
②

• 災害発生時に重症患者を確実に受け入れるため、新たな被害想定などに基づき、医療従事者の被災など様々な事態の発生を

   考慮し、引き続き体制整備を行っていくことが必要 
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平時（有事対応人材の育成）

〇災害対応、感染症対応研修・訓練の実施
◇関係機関との合同訓練のほか、現場の設備を活用した、機構職員や都内医療
人材向けのリアルな体験型・実践型の研修や訓練を実施、連携を強化

有事（医療スペースの確保）

〇重症患者（中等症以上）の受入れ
◇救急病棟、感染症病棟、患者移動等に使用
◇余剰スペースの活用による通常医療との両立

転
用

平時及び有事において都立病院が果たすべき役割

➢ 災害拠点病院や感染症指定医療機関として実効性のある率先した対応が求められる

➢ 災害対応や感染症対応と並行して、通常の行政的医療を維持することも重要

➢ 都の有事対応の最前線で機能していくために、以下の視点から機能強化が必要（場所＋人）

即応力の強化
（迅速な患者受入れ）

キャパシティの確保
（より多くの患者に対応）

有事対応人材の育成・確保
（平時からの訓練・研修）

① ② ③

都立病院のノウハウや施設・設備を活用し、有事発生時の受入れキャパシティ、初動対応を強化

〇緊急参集する機構職員の確保・訓練

◇都立病院職員参集ルールによる自動参集・相互応援体制を維持

14

有事対応力の強化

《病院の施設設備の転用イメージ》

論点
②



論点３
超高齢社会の進展に伴う医療の変化への対応
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高齢者の受療動向や特徴
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訪問診療を受けた患者数（レセプト件数）

在宅ターミナルケアを受けた患者数（レセプト件数）

【都内】年代別搬送人員の推移

75歳以上の
救急搬送が
急増

➢ 後期高齢者の救急搬送が急増。地域包括ケアシステムの進展により在宅医療需要も増加
➢ 複数疾患を持つ患者や、施設からの救急搬送件数が増加見込み

【都内】複数疾患を持つ後期高齢者の割合

出典：
東京消防庁HP
「救急活動状況」

後期高齢者
の約８割が
複数疾患

【都内】世帯数の将来推計

【都内】 在宅医療の推移

在宅医療の
患者は
増加傾向

出典：
東京都在宅療養推
進会議資料
（保健医療計画進
捗状況評価）

17.15

65歳以上の
単独世帯数
は、全世帯
の約17％と
なる見込み

老人ホームから
の救急搬送件数
は今後も増加し、
特に85歳以上の
搬送件数は大幅
増となる見込み

【全国】老人ホームからの救急搬送件数の見通し

出典：
令和６年８月26日第７回
新たな地域医療構想等に関
する検討会資料

【全国】有料老人ホーム施設数・定員数の推移

有料老人ホーム
の施設数・入居
定員は
急速に増加

出典：
有料老人ホームにおける
望ましい提供の在り方に
関する検討会（第１回）

出典：
東京都政策企画局
「2065年までの東京の人
口・世帯数予測について」

超高齢社会の進展に伴う医療の変化への対応
論点
③
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• 高齢者の急性期入院は、医療資源を多く要する症例が少なく、
疾病の種類も限定的（右記）

• 国は、高度急性期・急性期機能の集約化と包括期機能の拡充を推進

民間では困難な治療、多くの医療資源が必要な患者を基本に、高齢者救急にも適切に対応

高齢者の多くは複数疾患を抱えており、
合併症患者の割合が高い

入院の契機となった疾患以外にも
配慮が必要

【背 景】 【課 題】 【都立病院に求める役割】

疾病によるADLの低下や認知症等の合併症

単独世帯の増加

入院長期化と筋力低下の悪循環 入院早期からのリハビリ体制の確保

一般医療機関では受入困難の恐れ 行政・福祉と連携した入退院調整

有料老人ホーム等、高齢者施設の増
施設からの高齢者救急搬送の増

施設における医療体制（往診体制、
急変時対応）、医療の質の担保

地域医療機関・介護施設等との連携
（急変時の確実な患者受入れ）

在宅医療の需要増
在宅医療の質担保（往診医・かかり
つけ医機能、訪問看護の質）

地域医療機関・かかりつけ医の支援
・施設医・往診医のリスキリング
・訪問看護への技術支援

地域包括ケアシステムを医療面から補強し、超高齢社会に対応

都立病院の役割

手術ありの数 累積割合

85歳以上の上位50疾患まで 15 51％

15歳～65歳の上位50疾患まで 30 28％

【背 景】 【課 題】 【都立病院に求める役割】

【全国】頻度の高い上位50疾患の手術ありの数と全体に占める割合比較
（令和７年７月24日 第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より）

病院総合診療医を充実させ、専門診療
科との連携、複数疾患に対応

⚫ より多くの都民に高水準の医療機能を生かした適切な医療を提供していくため、都立病院は主として急性期の患者を対象とする
⚫ 地域医療構想の実現に向けて、地域の医療機関との役割分担の下、地域医療の充実に貢献

総合診療
体制の充実

病院総合診療医
の活用

地域の
総合診療力の
向上

増加する高齢者救急

増加する在宅医療需要

超高齢社会の進展に伴う医療の変化への対応
論点
③
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①増加する高齢者救急への対応 ②増加する在宅医療需要への対応 ③総合診療体制の充実

• 急性期機能を維持
• 対応困難な高齢者の積極的な

 受入れ

• 地域の医療・介護施設との連携
• 地域医療機関、かかりつけ医へ
の支援

• 総合診療医の確保・育成
• かかりつけ医等のリスキリング

超高齢社会の進展に伴う医療の変化への対応
論点
③
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※高齢者のうち、
医療資源、社会的資源
を多く必要とする患者
を積極的に受入れ

※



論点４
労働力の減少への対応

19



労働力の減少への対応
論点
④

人
口
動
態

需
要

都
内
の
医
療
従
事
者

確
保
の
状
況背

景

現在、都内全体で医療従事者の確保
が困難となっている状況

医療従事者確保の困難度合いには
地域差がある

今後更に、医療従事者の確保が困難
となる見込み

→ 限られた労働力で地域医療を支えて
いかなければならない

➢都内の医療従事者数（医師・看護職員等）は増加傾向にあるが、
各職種で依然として高い有効求人倍率

➢医療機関で就業する看護師割合が減少
（病院の割合は減少、診療所の割合は増加）

➢医療機関以外の各種施設においても看護師の確保が困難な状況

➢多摩・島しょ地域には医師少数区域が存在

➢今後都内の労働力人口は減少していくが、
特に生産年齢人口は、減少のペースが顕著と試算

➢訪問看護を含む介護分野での看護需要の増大等に伴い、
2040年に向けて看護職員の需要が増大すると推計

都内の医療従事者確保の状況等
◆年齢３区分別人口の推移と将来人口集計（都内）

出典：東京都保健医療計画（令和６年３月改定）

◆就業場所別看護師数（都内、R4・R2比較） ◆都内の医師偏在状況

出典：東京都保健医療計画（令和６年３月改定）

→総数の伸び率に対して病院の伸び率が低い

出典：東京都「衛生統計年報」

★
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労働力の減少への対応
論点
④

◆都立病院における病床稼働率の推移◆東京医師アカデミー修了生の進路（修了時点）

都
立
病
院
の
現
状

➢独法化のメリットを生かした機動的な人材確保

➢東京医師アカデミー等による専門人材の育成

➢多摩・島しょへの技術支援や人材派遣

➢医師の働き方改革の影響等により特定の分野の医師不足が顕在化

➢都内の看護大学等卒業生のうち、看護師・准看護師として就業する者は 
年々減少。都立病院における新人看護師の申込者数も減少傾向

➢コロナの影響で病床稼働率が減少、需要に応じ柔軟に病床を運用
都立病院への急性期需要も今後減少見込み

都立病院の状況等

取
組
実
績

昨
今
の
状
況

機構内の体制整備、地域医療機関の支援
を着実に実施

医療従事者の確保は、余裕のある状況
ではない
執行体制の構築にあたっては、受療動向

も影響

今後の

課題

・労働力減少の状況下でも必要な体制を維持するとともに、医療従事者を有効活用し、将来にわたり都立の役割を
果たしていかなければならない

・限られた医療資源で地域医療を支えるには、地域の人材育成や地域連携強化など公的病院である都立病院がこれまで
以上に地域の期待に応えていく必要

◆都内の看護大学等卒業生のうち、卒業後に
看護師・准看護師として就業する者の数（3か年推移）

4,470 
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4,045 

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

R3年度

（R4.3卒業生）

R4年度

（R5.3卒業生）

R5年度

（R6.3卒業生）

単位：人

出典：東京都「衛生統計年報」
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労働力の減少への対応
論点
④

取組の

方向性

・デジタルの力を最大限活用した業務の効率化や、戦略的な人材育成、タスクシフト等による人材の
有効活用等の取組を通じて効率的かつ効果的な執行体制を構築

・地域で必要な人材を育成・輩出する等、地域の医療機関への支援強化

・医療機能に応じた役割分担を推進し、地域の医療機関との更なる連携強化を進める

効率的かつ効果的な執行体制の構築

業務効率化
DXツール等を活用した業務改善の更なる推進

次期電子カルテシステムの導入を契機とした更なるDX推進 (医療の質の向上も含む)

戦略的な人材育成 人材育成機能の強化(人材育成・交流、地域への輩出等、都立・地域の人材育成を戦略的に推進)

人材の有効活用
タスクシフト・シェアの更なる推進(特定行為を行う看護師の育成等)

都立病院間での人材の相互融通

地域の医療機関への支援強化、地域の医療機関との連携強化

地域医療人材の育成・輩出
地域医療従事者等を対象とした研修の実施(災害対応力の向上や感染症対策研修等)

総合診療能力を有する医師の育成、多摩・島しょ地域への支援強化(人材派遣等)

連携・役割分担の推進
急性期機能における地域の医療機関との更なる医療連携・役割分担の推進
(急変時対応や転院搬送における連携等)

22



論点５
効率的な医療提供体制の構築
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効率的な医療提供体制の構築

• 診療報酬改定等により、平均在院日数は短縮傾向で、在院患者延数は減少傾向
• 病床利用率は長期的に減少傾向。コロナの影響で大きく減少。直近もコロナ前には戻っていない

平均在院日数 病床利用率

患者動向の現状 • 人口10万人当たり入院受療率は減少傾向で、特に高齢者の低下が顕著。都内も同様に減少

都内病院の現状
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出典：東京都「東京都の医療施設」（厚生労働省「病院報告」） 24
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許可病床数・病床稼働率 病床稼働率
R6-H26差H26 R1 R6

合計 7,403床 78.1 % 7,207床 73.0 % 7,094床 64.0 % ▲14.1

広尾 482床 72.8％ 426床 70.8％ 408床 59.3％ ▲13.5

大久保 304床 73.3 % 304床 73.2 % 304床 52.4 % ▲20.9

大塚 508床 79.1 % 508床 63.8 % 413床 68.1 % ▲11.0

駒込 833床 79.9 % 815床 72.7 % 815床 63.5 % ▲16.4

豊島 470床 71.4 % 438床 72.0 % 438床 59.3 % ▲12.1

荏原 506床 65.0 % 461床 61.3 % 461床 44.9 % ▲20.1

墨東 772床 84.0 % 765床 79.6 % 765床 71.9 % ▲12.1

多摩総合 789床 84.7 % 789床 82.6 % 789床 79.7 % ▲5.0

多摩北部 344床 77.2 % 337床 69.0 % 337床 73.0 % ▲4.2

東部 314床 74.6 % 314床 68.8 % 314床 53.5 % ▲21.1

多摩南部 318床 66.0 % 287床 76.1 % 287床 72.1 % 6.1

神経 304床 81.8 % 304床 76.7 % 304床 68.4％ ▲13.4

小児総合 561床 76.4 % 561床 72.0 % 561床 63.3 % ▲13.1

松沢 1,264床 60.9％ 898床 73.3％ 898床 57.1％ ▲3.8

○都立病院の許可病床数及び病床稼働率の推移

• 平均在院日数は短縮傾向で、延入院患者数も減少傾向
• 病床稼働率も減少傾向。近年はやや回復しているものの、コロナ前まで戻っていない
• こうした状況を踏まえ、患者動向に応じた柔軟な病床運用を行っている

平均在院日数

延入院患者数

病床稼働率

都立病院の現状

効率的な医療提供体制の構築
論点
⑤
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稼働率の数字自体は外には
出ていないが、延患者数
（表に出ている数字）から
計算は可能

・業務実績報告は対総稼働
・議会資料ベースだと

R6は対許可の利用率
R1は対予算定床
H26は不明

許可と総稼働の差があるこ
とは窪田氏も認識（R5非稼
働病棟調査の説明時）



R６診療報酬改定

⚫ 高齢者救急への対応、急性期の集約化に向け、高齢者
救急の受け皿となる「地域包括医療病棟」を新設

⚫ 急性期一般入院料１の要件の厳格化（平均在院日数
 短縮・看護必要度の厳格化）

⚫ 85歳以上の急性期の入院は、医療資源を多く要する手術
を実施する症例は少なく、疾患の種類も限定的

⚫ 15～65歳の人口は2040年には減少。高齢者救急以外の
 医療資源の投入量が多い急性期の医療需要は減少見込み

⚫ 高齢者救急等を主な対象とする「包括期」区分を新設

 急性期の入院医療について、一定の集約化を求めること
 が基本的な方針として示されている。

新たな地域医療構想のとりまとめ（R6.12.18)

患者需要等の見込み

効率的な医療提供体制の構築

 急性期からのシフトが進んでいる

• 国は新たな地域医療構想の検討等で、急性期の医療需要は減少見込みであるとし、
   急性期病床の集約化や規模の適正化に言及

[第５回（R7.10.15)]

⚫ 現地域医療構想策定時の推計よりも実際の入院患者数は少
ない。

策定時：医療需要等が変わらない仮定のもと入院患者数を推計
→2025年まで増加見込み

 実際  ：地域医療構想策定（2016）以降、減少

  ∵急性期医療の在院日数短縮、受療行動の変化 等

⚫ 新地域医療構想の必要病床数の算定にあたり、受療率の低下
を組み込んで入院患者数を推計することを検討

 必要病床数の算定に急性期の患者需要の減少見込みが
 反映されていく可能性

[第６回（R7.10.31)]
⚫ 急性期拠点が担うことが考えられる役割の例として、
一定の病床は確保しつつも、必要に応じ、病床の適正化
（ダウンサイズ）等を行うことを、案の一つとして提示

 急性期拠点の病床の適正化の方向が示されていく可能性

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

26
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病床の状況

＜「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和7年6月13日閣議決定）＞

・国は効率的な医療提供体制の確保に向けて、病床数の適正化を促進。骨太の方針にも明記

・病床数適正化支援事業では公立病院も含め、多くの病院が病床削減の補助を申請

＜病床数適正化支援事業＞
R6年12月からR7年3月31日の間に病床の削減を行う病院に対し、削減した病床1床につき410万4千円を支給
✓ 補助金への申請が全国で計5万4,000床に上った。当初は計7,000床程度の削減を見込んでおり、想定の7.7倍
ほどに達した（東京都だけで約2,000床の提出）

✓ 申請数は約200の公立病院などから8,000床、約1,800の民間病院などから４万6,000床

効率的な医療提供体制の構築

○都内・都立病院の入院患者数は長期的に減少傾向。今後も都立病院が主に対象とする急性期患者の入院

需要は減少が続く見込み

○一方で、国の政策誘導等により、病床数の適正化が進んでいくと予想される。

都立病院の今後の医療提供体制をどのように考えていくべきか

課題

出典：令和7年4月22日日本経済新聞記事「病床削減の申請5.4万床、想定の7.7倍に」
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論点６
財政内容の改善
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財政内容の改善
論点
⑥

令和６年度
決算

前年度比

1 医業収益 1,779 +79

2 入院収益 1,229 +104

3 外来収益 503 +20

4 その他医業収益 46 △45

5 医業費用 2,459 +35

6 給与費 1,179 +24

7 材料費 314 +16

8 光熱水費 37 +2

9 委託料（PFI含む） 614 △8

10 賃借料 30 +3

11 減価償却費 223 △3

12 研究研修費 15 +0

13 その他 47 +1

令和６年度
決算

前年度比

1 医業収益 1,779 +79

2 -)医業費用 2,459 +35

3 医業利益(損失) △ 680 +44

4 +)負担金・交付金 523 △4

5 +)補助金 14 △49

6 -)一般管理費 24 +5

7 ±)その他収支 △ 60 △25

8 経常利益(損失) △ 226 △38

9 ±)臨時損益 △ 13 △19

10 当期利益(損失) △ 239 △56

（単位：億円；税抜）

令和６年度
決算の状況

医業収支は前年度比で改善はしたが、コロナ補助金の皆減や物価高騰等の影響で239億円の純損失
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財政内容の改善
論点
⑥

（単位：百万円；税抜）
➢ 令和6年度決算（都立病院機構） ～病院別～
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財政内容の改善
論点
⑥

☛地域との連携強化

☛新規・上位施設基準の取得

☛レセプト点検チームによる収益確保と
算定漏れ防止に向けた活動

①DPCコーディングの点検
DPC対出来高請求金額比較で減収上位200症例を点検
②指導料・医学管理料・加算等の点検
重点調査項目をリスト化し、効率的に幅広く点検
③施設基準の点検
届出項目と請求状況の突合、届出漏れの精査
④機能評価係数Ⅱの点検
救急補正係数を重点的に分析・点検

・感染対策向上加算
・医師事務作業補助体制加算 等

コロナ患者受入れにより影響を受けた地域との連携を
強化するため、積極的な医療機関訪問を実施

令和５年度 令和６年度

連携医訪問件数 1,418件 2,609件

収益確保 支出削減

☛共同購入

• 医薬品・検査試薬
契約ごとの品目の組み合わせを工夫

• 放射線機器等の一括保守契約
業務委託内容の見直しにより委託費上昇を抑制・削減

• ガスの一括契約による割引適用
• 事務用品、オンライン研修の共同購入

☛DX関連業務の内製化
令和６年度下期の下記作業について、ベンダー委託から
DX推進センターによる内製化へ移行
・システムサーバー構築
・端末キッティング・設置作業 等

☛国立大学病院等との共同調達事業
東京都立病院機構、国立大学病院長会議（NUHC）、
地域医療機能推進機構（JCHO）、自治医科大学病院本院が参画

☛委託等契約内容の見直し
• コンサルティングを活用した
業務委託費等の見直しを実施（多摩北部）

医療提供体制の検討や診療報酬改定の状況も踏まえつつ、引き続き経営基盤の強化を求めていく
今後の
方向性

収支改善の
取組

・収益確保に向けて、地域医療機関との連携強化等よる患者受入体制の強化や新規施設基準の取得等
・支出削減に向けて、共同購入の推進や業務の内製化等の取組
医業損益は前年度比44億円改善しているものの、物価高騰等の影響が大きい
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